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１　目的
[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK28]大東市市民課窓口業務について、最新の知識及び豊富な経験等を有する民間事業者に委託することにより、円滑かつ効率的に業務を執行でき、市民サービスの更なる向上に資することを目的とする。
本実施要領は、窓口業務実施における、各種証明書の取扱、各種届出の受付又は公金収納等に関連する業務を行い得る能力を有する民間事業者の中から、本業務に対する意欲、資質及び技術能力等に優れた者を、公募型プロポーザル方式（以下「プロポーザル」という。）により選定するために必要な事項を定める。

２　業務概要 
(１) 名称
大東市市民課窓口等業務委託  
(２) 業務内容     
別紙「大東市市民課窓口等業務委託仕様書」（以下「仕様書」という。）のとおり
(３) 業務場所
大東市役所市民課　大東市谷川一丁目１番１号　大東市役所本庁１階
(４) 委託期間     
令和８年10月１日から令和11年９月30日までとする。
ただし、契約締結の翌日から令和８年９月30日までは、業務を履行するための準備期間（以下「準備期間」という。）とする。
(５) 委託料（契約上限額）    
[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK33]406,338,000円（消費税及び地方消費税を含む）
内訳　令和８年度    67,723,000円        
令和９年度　 135,446,000円         
令和10年度　135,446,000円  
令和11年度　 67,723,000円
なお、見積価格が委託料の上限額を超えた場合は失格とする。
また、入札保証金の全部の納付は免除とし、契約保証金10パーセントを要する

３　参加資格要件
[bookmark: _Hlk106018659]プロポーザルに参加できる事業者は、次の要件すべてに該当する事業者に限る。
（１）本市における当該年度の登録業者一覧の名簿に登録されていること。
（２）大東市建設工事等における指名停止に関する要綱（平成27年12月28日制定）の規定による停止措置を公告日から契約締結日までの間において、市から指名停止等の措置を受けている期間が存在しないこと。
（３）国及び他の地方公共団体で、本業務の公告日から受注予定者を特定するまでの間、指　　名停止措置を現に受けていないこと。
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]（４）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定のほか、次の号に該当しない者であること。 
【１】手形交換所による取引停止処分を受けてから２年間を経過しない者又は本業務の公告日前６箇月以内に手形、小切手を不渡りした者。 
【２】会社更生法（平成14年法律第154号）の適用を申請した者で、同法に基づく裁 判所からの更生手続開始決定がなされていないもの。
【３】民事再生法（平成11年法律第225号）の適用を申請した者で、同法に基づく裁 判所からの再生手続開始決定がなされていないもの。
（５）大東市公共事業等暴力団排除措置要綱（平成25年６月20日制定）に基づく入札　参加除外措置を受けていないこと。
（６）国税及び地方税において滞納がないこと。
（７）プライバシーマーク及び情報セキュリティマネジメントシステム（ⅠＳＭＳ）を取　　得していること。
（８）本業務についての守秘義務を遵守できること。

４  実施手順（スケジュール）
	日　　付
	内　　容

	令和8年1月６日（火）
	実施要領等の公表及び配布

	令和８年１月15日（木）
	質問書提出期限

	令和８年1月22日（木）
	質問回答日

	令和８年１月26日（月）
	参加表明書兼誓約書提出期限

	令和８年1月28日（水）
	一次審査結果通知

	令和８年２月４日（水）
	企画提案書及び見積書等の提出期限

	令和８年２月18日（水）
	二次審査（プレゼンテーション審査）

	令和８年３月上旬
	審査結果通知

	令和８年３月下旬
	委託契約締結



５　実施要領、様式の公表及び配布
（１）配布期間
令和８年１月６日（火）から令和８年１月26日（月）まで

（２）配布方法　　
本市ホームページからダウンロードすること。
大東市ホームページ　市民生活部市民課に掲載する。
（https://www.city.daito.lg.jp/soshiki/18/67120.html）


６　参加申し出
本プロポーザルへの参加を希望する事業者は、次に掲げる書類を提出すること。
（１）提出書類
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]【１】参加表明書兼誓約書（様式１）
【２】会社概要（所在地、資本金、事業内容、社歴等）を確認できる書類（パンフレット等）
【３】納税証明書（直近２か年の納税証明書、原本を提出すること）	　　　
	区　分
	法人格を有する団体
	法人格のない団体
	備考

	国　税
	・法人税
・消費税及び地方消費税
	・所得税
・消費税及び
地方消費税
	「納税証明書その３の３」を使用

	都道府県税
	・法人都道府県税
・法人事業税
	
	

	市町村税
	・法人市民税
・固定資産税
	・市町村民税
（含都道府県民税）
・固定資産税
	

	備　考
	１．法人にあっては、本社所在地についての証明書を提出すること。
２．証明書は証明年月日が申請書提出日前の３か月以内のもので、それぞれ発行官公署において定めた様式によるものを使用すること。３．営業が２年未満の者もしくは非課税で、直近２か年分の証明書が提出できない場合は、その旨を記載した理由書（任意の様式）を提出すること。


【４】登記事項全部証明書
提出日前３か月以内に発行されたもの。（コピー可）
【５】受託実績　（様式２）
本市と同様の業務内容を受託している実績についての記載すること。
ただし、グループでの受託実績は含めず提案業者単体の受託実績とし、派遣契約　による実績についても含めない。受託実績は過去３年間（令和４年から令和６年度）の実績と契約書のうち、業務委託名、業務委託料、履行期間、業務範囲が記載されている箇所、委託者、受託者の公印・社印を押印している箇所のみ契約書の写しを添付し、貴社の実績（新規契約、契約更新、契約期間中のいずれも可）について記述のこと。
【６】資格情報　
プライバシーマーク及び情報セキュリティマネジメントシステム（ＩＳМＳ）の認定を取得していることを確認できる書類を提出（コピー可）すること。
ならびに、ＩＳＯ２７００１・９００１・１４００１を取得している場合は、証明できる書類を提出（コピー可）すること。

（２）提出部数
各１部
（３）提出期限
令和８年１月26日（月）午後５時まで
（４）提出場所・方法
大東市役所本庁１階　市民生活部市民課窓口へ持参のこと。
窓口受付は、土曜日・日曜日・祝日を除く午前９時～午後５時30分までとする。（最終日は午後５時まで）

７　質問書の提出及び回答について
本プロポーザルに関する質問がある場合は、次のとおりとする。
（１）受付期間
令和８年１月６日（火）から令和８年1月15日（木）午後５時まで

（２）提出方法
電子メールのみとする。質問書（様式３）を使用し、電子メールで、件名は「市民課窓口等業務委託プロポーザル（質問）」として、市民課へ送信すること。
電子メール送信後、電話により市民課担当まで受信確認を行うこととする。
電話対応は、土曜日・日曜日・祝日を除く午前９時～午後５時30分までとする。
【メールアドレス】simin_ka@city.daito.lg.jp
[bookmark: OLE_LINK43][bookmark: OLE_LINK44]
（３）質問に対する回答
参加者から質問を受けた場合は、令和８年１月22日（木）までに全事業者に回答を送付するとともに、大東市ホームページへ掲載する。
※当該質問への回答は、本実施要領及び仕様書の追加または修正とみなす。
※同趣旨の質問が複数あった場合は、まとめて回答する。
※質問者の名称等については公表しない。




８　企画提案書等の提出について
参加事業者は、企画提案書（様式４）及び見積書を、次の項目により取りまとめることとする。
また、企画提案書には、以下の項目に沿って記載し、各項目における評価基準は、「（別表）企画提案書における評価基準」のとおりとする。
（１）　提出書類
【１】企画提案書
①会社概要・財務状況
会社概要・財務状況について、以下のポイントについて記載すること。
ア．社名、本社及び事業所の所在地、代表者名、設立年月日、資本金、売上高、株主　及び出資割合、従業員数、事業内容、関連会社、団体の役員名、組織図、経営理念・方針、沿革等。
イ．直近３年間（令和４年度から令和６年度）の純資産比率、借入金返済能力、純資産利益率ROE、営業収益率、賃借対照表、損益計算書を添付すること。
②受託実績　
過去３年間（令和４年から令和６年度）における本市と同様の業務内容を受託している実績についての記載すること（６　参加申し出　（１）提出書類　【５】受託実績（様式２）にて提出したものを用いることは可（コピー可））。
[bookmark: OLE_LINK16]③提案の基本コンセプト
本業務に対する基本的な考え方及び業務実施における基本方針について記載すること。
④業務実施体制
業務実施体制について、以下のポイントについて記載すること。
ア．現場統括責任者をはじめ業務従事者の具体的な業務別配置予定人数、シフト、役割分担、経験者の確保の見込み、市との連絡調整、現場のバックアップ体制について
イ．業務繁忙期、作業従事者等の休暇時及び欠員時の体制について
ウ．作業従事者等の選考及び採用についての方法や基準について
エ．大東市内居住者の雇用に関する考え方について
オ．外国人への対応について
カ．作業従事者への業務及び法令の知識、技能習熟のための研修や教育の実施につい　ての基本的な考え方、実施体制、実施内容及びスケジュールについて
キ．労働関係法令等を遵守する具体的な対策や実施体制（事務処理に疑義が生じた場合の対応、偽装請負防止策等）について
ク．業務マニュアル作成における具体的な手順や手法について
⑤各種業務の取扱いについて
各種業務（戸籍・住民異動・証明窓口・印鑑登録・郵送請求・パスポート発給・窓口案内・証明書手数料・マイナンバーカード関連業務）の取扱いに対する考え方について、以下のポイントについて記載すること。
ア．各種業務（戸籍・住民異動・証明窓口・印鑑登録・郵送請求・パスポート発給・窓口案内・証明書手数料・マイナンバーカード関連業務）の取扱いについての具体的な業務実施方法（特長的なことがあれば記載すること。また、窓口受付における来客対応については、市民サービス向上の観点から、すりスムーズな案内誘導や短時間での処理を求める。）
イ．公金収納業務における現金の収受及び管理方法等について
ウ．郵便請求の実施方法について
⑥事前準備及び業務履行終了時の引継ぎ
事前準備及び業務履行終了時の引継ぎについて、以下のポイントについて記載すること。
ア．契約締結日から業務履行開始日までの事前準備の基本的な考え方（実施体制、実　施内容、作業従事予定者の採用工程及び研修工程、引継ぎ方法、スケジュール等について
イ．業務履行終了時における引継ぎの基本的な考え方、具体的な方法について
⑦個人情報及び特定個人情報保護、セキュリティ対策
個人情報及び特定個人情報保護、セキュリティ対策について、以下のポイントについ て記載すること。
ア．個人情報漏えい防止のための具体的な対策や体制について
イ．特定個人情報（マイナンバーを含む個人情報）漏えい防止の具体的な対策や体制について
ウ．万一、漏えい事故が発生した場合の具体的対応策について
⑧苦情及びトラブル対応
苦情及びトラブル対応について、以下のポイントについて記載すること。
ア．市民対応上の苦情及びトラブル発生時の対応に関する基本的な考え方、具体的な対応手順及び手法、業務従事者への研修方法について
イ．万一、損害賠償責任が発生した場合の対応方法について
⑨待ち時間の短縮（混雑解消手段）
来庁者の待ち時間短縮に繋がる提案や待合時間の過ごし方の創意工夫について
⑩サービスレベルの維持及びレベルアップに向けた取組み
サービスレベルの維持及びレベルアップに向けた取組みについて、以下のポイントについて記載すること。
ア．安定的な業務の遂行かつサービスの質と精度の維持に対する考え方について
イ．更なるサービス向上に向けた考えと具体的な方策について
⑪危機管理体制
危機管理体制について、以下のポイントについて記載すること。
ア．業務トラブル時や欠員対応について
イ．災害発生時の対応及び発生に備えた体制等や疫病等による従業員の集団感染に備えた体制等の事前準備について
⑫基本的人権の尊重への取り組み
人権問題に対する研修等の具体的な方策について
⑬障害者への対応と配慮
障害者への窓口対応等における基本的な考え方と方策について
⑭市民課窓口等業務における自由提案
市にとってより事務効率化となる提案や事業者が提案するサービス、窓口業務ＤＸ化に対する（自治体ＤＸ推進も含めた）自由提案について


【２】見積書
見積書は税抜き及び税込（10％）併記の金額で記載すること。
消費税及び地方消費税を含む金額で、様式は任意とする。

（２）提出部数
10部（正本１部、副本９部）

（３） 提出期限、提出場所・方法
【１】提出期限
令和８年２月４日（水）午後５時必着
【２】提出場所・方法
大東市役所１階　市民生活部市民課窓口へ持参または郵送のこと。
窓口受付は、土曜日・日曜日・祝日を除く午前９時～午後５時３０分までとする。（最終日は午後５時まで）

[bookmark: _Hlk214983616]（４）提出された企画提案書等の取扱い
【１】提出された企画提案書は、本プロポーザルにおける優先交渉権者の選定以外の目的では使用しない。ただし、情報公開請求があった場合は、大東市情報公開条例及び大東市情報公開条例施行規則に基づき公開する。
【２】提出のあった企画提案書は、選定を行う作業に必要な範囲において、複製を行うことがある。
【３】提出された企画提案書等は返却しない。
【４】企画提案書等の著作権は、提案者に帰属する。
【５】企画提案書等に含まれる著作権、特許権など日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっているものを使用した結果、生じた責任は提案者が負う。

（５）留意事項
【１】企画提案書は、「（別表）企画提案書における評価基準」の評価項目に沿って作成し、評価項目名を見出しとして記載する等、評価者が分かりやすく作成すること。
【２】企画提案書は、様式４を表紙として、それ以外の様式は自由とするが、原則、日本語で日本産業規格Ａ４縦、横書きとし、両面印刷で作成すること。なお、添付書類でＡ３となる場合には、横折するなどＡ４縦で統一すること。
【３】企画提案書等の作成、提出に関する費用は、提出者の負担とする。
【４】提出期限内における企画提案書等の差替え、再提出は可能とする。
【５】提出の際は、添付書類も含めて、目次、通し番号及びインデックスを付し、Ａ４サイズのファイルに綴って提出すること。
【６】参加表明書兼誓約書の提出後に、企画提案書を提出しないこととなった場合は、辞退届（様式５）を提出すること。
[bookmark: _Hlk123648572]
９　審査・選定方法について
（１）一次審査
【１】「６　参加申し出」で提出された書類により事務局が「３　参加資格要件」を審査し、資格に満たない者を失格とする。
【２】資格を有する事業者が５者以上である場合は、一次審査として、事務局より受託実績による選考を行い、得点の高い上位４者までを二次審査（以下「プレゼンテーション審査」という。）の対象とする。なお、４位の得点の者が２者以上ある場合は、その者についてもプレゼンテーション審査の対象とする。
【３】資格を有する事業者が４者以内である場合は、そのすべての事業者について一次審査を通過したものとし、プレゼンテーション審査の対象とする。
【４】一次審査の結果は、参加申し込みのあった事業者に対し、参加表明書兼誓約書に記載された電子メールアドレス宛に１月28日までに連絡し、後日、参加申し込みのあったすべての事業者に通知書を送付する。なお、通知書には、プレゼンテーション審査対象事業者については、プレゼンテーションの時間、場所等を記して通知する。

（２）二次審査（プレゼンテーション審査）
【１】提出した企画提案書に基づき、プレゼンテーションを実施すること。
【２】プレゼンテーションの構成は自由とするが、説明は15分以内、質疑は15分程度とする。
【３】プレゼンテーションに際し、新たな資料は必要としないが、補足説明等に必要な場合は別途用意すること。
【４】プレゼンテーションにおける機材（プロジェクタ、スクリーン、パソコン）は本市にて準備するが、持ち込みも可とする。持ち込みする場合は任意の様式にて、参加表明書兼誓約書提出期限までに電子メールで申請すること。
【５】プレゼンテーション会場への入室人数は、説明者を含め３人以内とする。

（３）選定方法
事業者の選定にあたっては、別に定める選定委員会にて、企画提案書における「（別表）企画提案書における評価基準」に基づき評価し、最も優れた提案を行った事業者を第一優先交渉権者として選定する。ただし、評価点の合計点の５割以上であることを最低基準点とし、最低基準点を満たさない提案者は選定の対象としない。
なお、評価点の合計が同点の場合には、判断項目・評価基準の審査項目、１（会社概要・財務状況）、４（業務実施体制）、８（苦情等の対応）、11（危機管理体制）、14（自由提案）、15（見積額）の合計点が多い者を上位とする。
また、企画提案書等の提出者として選定（二次審査）されたものが１事業者であった場合でも、評価点の合計が５割以上であれば、当該事業者を契約候補者として選定する。

（４）審査結果通知
審査結果は、プロポーザル参加事業者に対して、令和８年３月上旬に通知するものとする。ただし、審査結果は、合否のみの通知とし、審査集計内容・順位等は通知しないものとする。

10　提案の無効  
参加者が次の各号のいずれかに該当した場合は、選定委員会において審査のうえ、当該参加者が行った提案を無効とする。
（１) 要領に定められた提出方法及び提出期限を正当な理由なく履行できなかったとき。
（２) 提出書類に虚偽の内容を記載したとき。
（３）参加資格要件に掲げる参加資格を満たさなくなったとき。
（４）見積金額が予算限度額を超えたとき。
（５）この要領に定められた方法以外で、選定委員会の委員その他本市の関係者に対し、選定に対する援助を直接的または間接的に求めたとき。
（６）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条に掲げる暴力団または暴力団員及びそれらと密接な関係にあることが判明した場合。

11　契約の締結
（１）契約内容及び契約金額は、企画提案書の内容をもとに、優先交渉権者と仕様内容を協議のうえ、大東市契約規則等の関係法令の規定に基づき委託契約を締結する。
なお、優先交渉権者は大東市契約規則第３１条第１項の規定により、本市との契約締結前に契約代金の額の100分の10以上に相当する額の契約保証金を納付すること。
ただし、同条第２項の規定に該当する場合は契約保証金の全部又は一部の納付金を免除することができる。　
（２）選考された事業者が「３  参加資格要件」に記載した条件のいずれかを満たされなくなった場合及び事故等の特別な事由により契約が不可能になった場合は、審査結果が次点の事業者と協議を行う。 
（３）契約書の作成に必要な経費は、全て受託者の負担とする。

12　留意事項　　
（１）提出書類の取扱い
提出書類は、本市にて大東市情報公開条例及び大東市情報公開条例施行規則に則り処分する。 
（２）費用負担
応募に関する費用は、すべて応募事業者の負担とする。
（３）資料等の目的外使用の禁止
本市が提供する資料は、応募に係る検討以外の目的で使用することを禁止する。
また、この検討の目的の範囲内であっても、本市の了解を得ることなく第三者に対してこれを使用させ、または内容を提示することを禁止する。


13　事務局担当部署（書類の提出先）
〒574－8555　大阪府大東市谷川一丁目１番１号　
大東市市民生活部市民課
電　話：072－872－2181（代表）
072－870－0457（直通）
ＦＡＸ：072－870－9602
E-Mail：simin_ka@city.daito.lg.jp
窓口・電話受付時間：午前９時から午後５時30分まで
（土曜日・日曜日・祝日を除く）


（様式１）
令和　　年　　月　　日



大東市市民課窓口等業務委託事業参加表明書兼誓約書

[bookmark: _Hlk106022494]大 東 市 長　様

所在地　
法人名　　　
代表者氏名　　　　　　　　　　
　


　大東市市民課窓口等業務委託事業に関する参加資格、仕様条件を満たすことを誓約し、参加表明いたします。

記
	[bookmark: _Hlk106022513]所属
	

	役職
	

	氏名
	

	所在地
	

	電話番号
	

	ＦＡＸ番号
	

	Ｅメール
	


（様式２）
令和　　年　　月　　日

[bookmark: _Hlk106364611]受　託　実　績

大 東 市 長　様

所在地　
法人名　　　
代表者氏名　　　　　　　　　　　

	都道府県/自治体名
	契約期間
	人　口
	戸籍数
	業務範囲

	









	
	
	
	



【業務範囲の表現】
・証明窓口業務　　＝　証　　　　・住民異動窓口業務　 ＝　住　　　
・戸籍入力業務　　＝　戸　　　　・フロア案内業務	　＝　フ
・パスポート業務  ＝　パ　　　　・マイナンバーカード関連業務　＝　マ
・印鑑登録業務　　＝　印
・郵送請求業務　　＝　郵　※郵送請求業務は戸籍・住民票の両方が業務範囲


（様式３）

質　　問　　書

令和　　年　　月　　日
大東市長　様

会 社 名 

記
大東市市民課窓口業務委託にかかるプロポーザルについて、次のとおり質問します。
	質問番号
	質　　　問　　　事　　　項

	①
	

	②
	

	③
	



連絡先
質問書に対する返信先等は次のとおり。
	会社名
	

	営業所名
	

	所在地
	

	担当部署
	

	担当者名
	

	電話
	

	ＦＡＸ
	

	E-Mail
	



（様式４）
企　画　提　案　書


大東市長　様



企業名 　　　　　　　　　　　　　　　



大東市市民課窓口業務委託プロポーザルに対する企画提案書について、別紙のとおり提案します。











連絡先
　	所　属
　	氏　名
　	電　話
　	ＦＡＸ
　	E-Mail

（様式５）

令和　　年　　月　　日


大東市市民課窓口等業務委託事業参加辞退届

大 東 市 長　様

所在地　
法人名　　　
代表者氏名　　　　　　　　　


記


大東市市民課窓口等業務委託事業への参加を辞退いたします。
	所属
	

	役職
	

	氏名
	

	所在地
	

	電話番号
	

	ＦＡＸ番号
	

	Ｅメール
	



（別表）
企画提案書における評価基準
	
	審査項目
	判断項目・評価基準
	配点

	1
	[bookmark: OLE_LINK35]会社概要・財務状況
	会社の規模、経営状況を総合的に判断し、将来にわたり、安定して業務を行い得る経営基盤にあるか。また、個人情報関連の資格を持っているか。
	１５

	２
	受託実績
	本業務委託内容と同種の窓口業務や証明書取扱業務等について、受託実績をどの程度有するか。
	１０

	３
	提案の基本的コンセプト
	業務委託する目的を正確に理解し、趣旨にあった基本方針をもっているのか。また、運営にあたり、より良いサービスの提供、より効果的・効率的な運営方針が明確であるか。
	５

	４
	業務実施体制
	（１）現場統括責任者の役割と育成方法はどのように考えているのか。また、従業員との指揮命令系統と責任体制が明確であるか。
（２）窓口業務を円滑に実施できるシフトローテーションや責任者等の人員配置が適切にされているか。また、通常期や繁忙期における従事者の人員体制が適切にとられているか。
（３）本業務委託内容と同種の業務について、実務経験を有する人材を雇用する考えはあるか。また、市内在住者を積極的に雇用する考えはあるか。
（４）日本語が話せない人への対応は明確であるか。また、外国語対応できる人材の確保や機器等の調達に努めているか。
（５）業務を遂行する上で具体的な研修計画・スケジュールはあるか。特に、窓口業務の業務受託者としてコンプライアンスをどのように考えるか。
[bookmark: _GoBack]（６）住民基本台帳法及び戸籍法、番号法などの受託業務に関する法令等に関し、研修体制についてどのように考えるか。また、接遇及び個人情報保護に対する研修や教育をどのように行うのか。
（７）業務の公共性及び重要性に鑑み、従事者に対して適正かつ良好な労働条件の確保に努めているか。
（８）業務マニュアルを作成する具体的な計画があるか。
	４０

	５
	各種業務の取扱いについて
	（１）各業務について、進め方は適切か。また、業務の効率化等にかかる具体的かつ特長的なことがあるか。さらに、今後導入を検討しているキオスク端末（マルチコピー機）へのスムーズな案内誘導や窓口受付業務において短時間で処理するための具体的な考え方や業務方法が提案されているか。
（２）公金収納業務や郵便請求業務について、処理に関する具体的な考え方や将来に向けた業務方法の工夫が示されているか。
	２０

	６
	事前準備及び業務履行終了時の引継ぎ
	業務引継等の準備や次期委託業者に対する業務引継ぎについて具体的な計画であるか。
	１０

	７
	個人情報保護に対する考え方
	（１）個人情報及び特定個人情報の取扱いに関する方針等が設けられているか。また、業務を運営する上での個人情報の具体的な管理体制がとられているか。
（２）秘密保持、個人情報保護等セキュリティ対策は適切か。情報漏えいなどの緊急時に、迅速な対応が可能となってるか。
	１０

	８
	苦情等の対応
	日常業務でおこる苦情に対し、適切に対応できる管理体制の整備や、苦情等のトラブルや業務ミスに対する改善方法が検討されているか。
	１０

	９
	待ち時間の短縮
	混雑時の解消を図るための手段についてどのような優れた提案があるか。また、市にとって有意義な提案であるか。
	１５

	10
	サービスレベルの維持及びレベルアップに向けた取組み
	（１）安定的な業務の遂行かつサービスの質と精度の維持に対する考えが適切か。
（２）更なるサービス向上に向けた考えと具体的な方策はあるか。
	１０

	11
	[bookmark: _Hlk214969634]危機管理体制
	（１）急なトラブルが発生した場合、どのように対応するのか。また、欠員が発生した場合において、即座に適切な対応ができる人員体制がどのようにとれるか。
（２）地震、風水害、火災時などの災害時及び感染症に備え、十分な対策を講じるとともに、災害や感染症等が発生した場合を想定した対策及び体制の確立。
	１０

	12
	基本的人権の尊重
	事業者として人権尊重についての明確な考え方を持っているのか。また、事業者や窓口従事者に、具体的な取組みを行っているか。
	５

	13
	障害者への対応・配慮
	障害者への窓口対応等における明確な考え方を持っているか。
	５

	14
	自由提案
	（１）民間企業の考え方や経験を活かし、事務の効率化や市民サービス向上のための優れた提案。
（２）委託の目的を正しく捉え、常に問題意識を持ち、それを解決または実践し、将来に向けてより質の高いサービスを提供していく提案。
（３）人に頼らないツールを活用したサービスの展開。
	１５

	15
	見積額
	金額確認
	２０

	審査評価点合計
	２００





14

